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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。ただいまの出席議員は、１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２３

年第６回美幌町議会臨時会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、７番上杉晃央さん、８番岡本美

代子さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 会期の決

定についてを議題といたします。

去る７月１２日及び本日、議会運営委員会

を開きましたので、委員長から報告を求めま

す。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君）〔登壇〕 平成２３

年第６回美幌町議会臨時会の開会に当たり、

７月１２日及び本日７月１４日、議会運営委

員会を開催しましたので、その内容と結果に

ついて報告いたします。

本臨時会に付議された案件は、美幌町社会

福祉法人の助成に関する条例の制定１件、補

正予算案１件、以上の２件であります。

したがいまして、本臨時会の会期について

は、本日１日限りといたしたいと思います。

なお、美幌町自治基本条例に基づき、本会

議における議案審議の質疑においては、６月

定例会から一問一答形式を導入しているとこ

ろでありますが、その取り扱いについて一部

変更いたしたいと存じますので、職員の方々

にも御理解を賜りたいと思います。

その内容といたしまして、質疑の方式とい

たしまして、１回目から一問一答方式を採用

するということであります。質疑の冒頭に質

疑項目及び質問数を通告し、その後、１項目

ずつ３回まで一問一答方式で行うという趣旨

であります。

なお、この質疑の対象は、補正予算案の審

議においては１事業ごとに１項目としてとら

え、１個の事業項目に対し説明項目が複数あ

る場合は、その説明事項ごとに質疑があった

としても１項目として取り扱うということで

あります。

よって、このことも本臨時会から採用いた

したいと存じますので、くどいようでありま

すが、議員各位におかれましても、町長を初

めとする職員の皆様方にも御理解を賜りたい

と存じます。

よって、円滑な議会運営ができますよう皆

様の御協力をお願いして、議会運営委員長の

報告といたします。

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告の

あったとおり、本臨時会の会期を１日間とし

たいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は１日間と決定いたしま

した。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましても、印刷したもの

を配付しておりますので御了承願います。

なお、山内教育委員会委員長、所用のため
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欠席の旨、髙木監査委員、所用のため欠席の

旨、川崎教育長、所用のため欠席の旨、それ

ぞれ届け出がありました。

また、本臨時会中、町広報及び議会広報用

のため写真撮影を行いますので、御了承願い

ます。

なお、報道機関の写真撮影を許可しており

ますので、あわせて御承知おき願います。

以上で、諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎提出案件の概要説明

○議長（古舘繁夫君） 町長から、本臨時会

に提出しております案件について、提出案件

の概要の説明をしたいとの申し出があります

ので、発言を許します。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に平成２３年第６回美幌町議会臨時会が開催

されるに当たり、御出席を賜りました議員各

位に対しまして心から感謝いたしますととも

に、提出案件の概要について御説明を申し上

げます。

条例の制定について、議案第４６号「美幌

町社会福祉法人の助成に関する条例の制定に

ついて」は、社会福祉法人の健全な発展を図

るため社会福祉法の規定に基づいて、社会福

祉法人に対する助成に関し必要な事項を定め

ようとするものであります。

一般会計補正予算について。内容といたし

ましては、特別養護老人ホーム緑の苑移転改

築事業に係る債務負担行為及び貸付金などと

学校給食センターの施設改修に係る補正を行

おうとするものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げ、提出案件の概要説明といたします。

─────────────────────

◎日程第３ 議案第４６号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 議案第４

６号美幌町社会福祉法人の助成に関する条例

の制定についてを議題といたします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 議案の２ページ

をお開き願います。

議案第４６号美幌町社会福祉法人の助成に

関する条例の制定について。

美幌町社会福祉法人の助成に関する条例を

次のように制定しようとするものでございま

す。

記以下につきましては議案の参考資料で御

説明申し上げますので、参考資料の１ページ

をお開き願います。

資料１、議案第４６号関係。

条例名、美幌町社会福祉法人の助成に関す

る条例。

制定目的につきましては、社会福祉法第５

８条第１項の規定により、社会福祉法人に対

して助成する必要があると認めるときは、社

会福祉法人に対する助成に関する条例が必要

なことから制定するものでございます。

制定内容。

第１条につきましては、社会福祉法第５８

条第１項の規定に基づき条例を制定する趣旨

であります。

第２条につきましては、社会福祉法第２２

条に規定する社会福祉法人の定義を規定して

おります。

第３条の助成の第１項につきましては、補

助金の交付、資金の貸しつけ及び財産の譲渡

または貸しつけができる規定であります。

第２項につきましては、財産の譲渡または

貸しつけについて、美幌町財産の交換、譲

与、無償貸付等に関する条例を適用する規定

であります。

第４条の助成の対象につきましては、町内

で社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業

を行う社会福祉法人に対する規定でありま

す。

第５条につきましては、助成の申請手続を

規定しております。

第６条の使用制限等の第１項につきまして

は、助成に係る補助金、貸付金または財産を
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助成の目的以外の用途に使用してはならない

規定であります。

第２項につきましては、助成を受けた社会

福祉法人が前項の規定に違反したときは、助

成を取り消しし、または補助金、貸付金また

は財産の全部もしくは一部の返還を命ずるこ

とができる規定であります。

第７条につきましては、規則への委任であ

ります。

根拠法令等につきましては、社会福祉法で

あります。

施行日につきましては、公布の日でありま

す。

以上、御説明申し上げましたのでよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） １点御質問いたした

いと思います。

今回、社会福祉法人の助成に関しては、こ

の条例を制定することによって行うと。根拠

は、社会福祉法第５８条第１項であるという

ことであります。

そこで、過去にも美幌町としては社会福祉

法人への補助、あるいは有利な貸しつけとい

うのは現に行われていたというふうに思いま

すが、なお今回の条例制定に至った経過につ

いて、より詳しく御説明をいただければと。

私の記憶によりますと、同様の社会福祉法

人への助成については過去類似のケースがあ

るのではないかと思いますので、あわせて同

様のケースがあるのであればお示しをいただ

きたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 大江議員からの質疑

は、条例制定の経過というこの１点ですね。

答弁お願いします。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） まず、１点目の

経過につきましては、大江議員おっしゃると

おり、過去にも社会福祉法人、あるいは療育

園に対して、そういった補助を債務負担行為

をしながら出してございます。

今回、いろいろ恵和福祉会に対する債務負

担行為、あるいは予算を計上する中で法的に

調べた経過の中で、いろいろ事務的に調べま

した。その結果、社会福祉法の５８条に規定

することで制定しなければならないというこ

とが一つの原因です。

ただし、調べていく中で、最高裁判所の判

例もありまして、１１年１０月２１日に判決

の中で、社会福祉法第５８条第１項に規定す

る条例が制定されていない状態であって、社

会福祉法人に助成された場合であっても、直

ちに違法な交付金の支出になるとは言えない

ということがありますけれども、きちんと明

確にするために事務処理をする上の中でこう

いう条例があるということに気がつき、今

回、条例を制定するということで明確にする

ために条例制定をお願いしたいというところ

であります。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 引き続き、民生部

長。

○民生部長（馬場博美君） 大変申しわけご

ざいません。

過去の類似については、社会福祉協議会に

対する補助金、あるいは国立療養所美幌病院

から北海道療育園への移譲、開設に伴って開

設準備金を１６年から１０年間の総額で３億

３,０００万円の予算額、毎年３,３００万円

を支出しているケース。それから、ふるさと

融資でございます。これについては、民間の

企業が１件と老健施設１件ということで、過

去の事例については４件ございます。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４６号美幌町社会福祉法

人の助成に関する条例の制定についてを採決

します。
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この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第４ 議案第４７号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 議案第４

７号平成２３年度美幌町一般会計補正予算

（第５号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 議案の５ページ

をお開きいただきたいと思います。

議案第４７号平成２３年度美幌町一般会計

補正予算（第５号）について御説明申し上げ

ます。

平成２３年度美幌町の一般会計補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１億５,７２９万円を追加し、歳入歳

出それぞれ１０６億８,９１７万９,０００円

とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で説

明を申し上げます。

債務負担行為の補正。

第２条債務負担行為の追加は、「第２表

債務負担行為補正」で御説明申し上げます。

地方債の補正。

第３条地方債の追加は、「第３表 地方債

補正」で御説明申し上げます。

それでは、８ページをお開きいただきたい

と思います。

第２表、債務負担行為の補正について御説

明申し上げます。

特別養護老人ホーム緑の苑移転改築事業補

助金で、期間は平成２３年度から平成３３年

度までで、限度額は３億１,１６６万円でご

ざいます。これにつきましては、１６床の増

床を含む多床室３０床分の設置に係る町の助

成分で、平成２４年度より１０年間で負担す

るものでございます。

内容につきましては、建設いたします全体

の１２０床の建設費から道の補助金を控除し

まして１床当たりの単価を算出し、町が助成

します多床室の３０床分を乗じた額２億５,

７００万円と、町の助成が１０年分割払いと

いうことで、当該法人がこの建設費にかかる

財源として福祉医療機構から借り入れいたし

ますので、その利息分として５,４６６万

円、合計３億１,１６６万円を平成２４年度

より毎年３,１１６万６,０００円ずつ１０年

間で支出するものでございます。

次に、９ページをお開きいただきたいと思

います。

第３表、地方債の補正でございます。

起債の目的は、地域総合整備資金貸付事業

で、限度額は１億５,６００万円でございま

す。

今回の補正につきましては、特別養護老人

ホーム緑の苑移転改築に伴い、社会福祉法人

恵和福祉会に対し、町債を財源として建設費

の一部について、ふるさと融資制度により貸

しつけを行うものでございます。このふるさ

と融資制度につきましては、地方公共団体が

地域振興に資するため、民間事業活動を支援

するための融資で、地方公共団体が地方債と

して借り入れをし、ふるさと財団を経由して

当該事業者へ無利子で融資される制度でござ

います。

当然、町が地方債として借りるわけでござ

いますので利息がかかってきますが、この利

息の７５％分について、後年度、地方交付税

で措置されることとなってございます。

この結果、本年度の地方債の借入総額は８

億９,６９０万円となる見込みでございま

す。

次に、１７ページをお開きいただきたいと

思います。

歳出でございます。一番上の一般事務費の

増、貸付金１億５,６００万円の増でござい

ますが、これは先ほど地方債の補正で御説明



－ 6 －

申し上げましたとおり、特別養護老人ホーム

緑の苑移転改築に伴い、社会福祉法人恵和福

祉会に対しまして、町債を財源として建設費

の一部について、ふるさと融資制度により貸

しつけを行うものでございます。

その下の施設維持管理事業費の増、修繕料

１２９万円の増額補正でございます。これに

つきましては、本年２月、岩見沢市の学校給

食による食中毒の発生に伴いまして、北海道

教育委員会等が全道一斉調査を行い、本町で

は５月３１日に実施されたところでございま

す。

この調査の結果、調理室の前室にあります

調理従事者用トイレの中に専用の手洗い設備

が必要であるとの改善指導を受けたところで

ございます。

この改善指導を受けまして、現在二つあり

ますトイレを一つにし、そこに自動消毒手洗

い設備を設置するとともに、自動洗浄便器へ

の取りかえと給排水設備及び内部改修を夏休

み期間中に実施するものでございます。

次に、議案の１５ページにお戻りいただき

たいと思います。

歳入でございます。一番上の前年度繰越金

の増１２９万円につきましては、今回の補正

に係る財源を繰越金に求めるものでございま

す。

その下の町債につきましては、地方債のと

ころで御説明申し上げましたので説明は省略

させていただきます。

以上、御説明申し上げましたのでよろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副議長（染谷 良君） ただいま総務部長

から一般会計補正予算（第５号）について説

明をいたしましたが、私のほうから１点だけ

補足説明をさせていただきたいと思います。

議案の８ページでございます。第２表、債

務負担行為の補正について補足をさせていた

だきたいと思います。

今回のこの補正でありますけれども、今年

度着工予定をしている新型特養の建設費に対

して町が助成しようとする補助金の債務負担

行為でございますけれども、今後、このほか

に移転改築に伴い、利用者負担の軽減対策に

要する助成ということで、個室利用に伴う激

変緩和対策と社会福祉法人軽減制度に基づく

助成、それに介護報酬減算の助成、大きく三

つの助成を考えているところでございます。

なお、これらにつきましては、２４年４月

以降の実施となりますので、今後、２４年度

予算の中で御審議を賜りたいと、このように

考えておりますので、よろしくお願いを申し

上げたいと思います。

私からは以上でございます。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１１番大原昇さん。

○１１番（大原 昇君） １７ページ、需用

費の中の施設維持管理事業費の増でありま

す。このことについて、私、３月定例会にお

いて給食センターのことでお聞きしました。

やはりこのときも岩見沢の食中毒の関係で、

予算の中で別な消毒、あるいは施設の掃除が

できないかということをお聞きしたつもりで

あります。その中で、部長は、たしか掃除は

万全だという言い方、大きな休みのときだと

か、冬休み、夏休みの間にしていますと。た

だ、そのときに消毒のお話はされていません

でした。

このとき、やはり私が懸念していたのは、

こういうことなのです。たまたま北海道給食

センターのほうからこのような指導改善とい

うことがありました。これはこれでまたちゃ

んと受け入れなければならないと思っていま

す。そのときに思ったのは、美幌町でもう一

度ちゃんと自分たちで見て、改善するものは

改善するというものがないのかということな

のです。というのは、これもたまたま私が思

いついただけの話ですけれども、例えば入り

口にエアーシャワーをつけるだとか、あるい

は、調理室の前に虫除け、あるいはほこりを

とるようなエアー室をつけるだとか、そんな

いろいろなものをもう一度見直す必要がある
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のではないかと思うのですけれども、その辺

いかがなものでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 今、大原議員のは１

点で、給食センターの改善、ほかに何かない

のかと、その１点ですね。

教育部長。

○教育部長（佐藤庄一君） ただいまの御質

問でございます。

３月に私のほうで、そういうような形で確

かに答えております。

今回、議員御承知のとおり、岩見沢市の学

校給食による大規模な食中毒が発生したとい

うことで、１,０００人を超す非常に多くの

有症者を発生しまして、学校給食を提供する

者にとってはあってはならない自体が発生を

しております。

それで、道のほうからもいろいろ指導は来

ておりますけれど、学校給食の衛生管理につ

きましては食品衛生法の遵守、これはもとよ

り、学校給食法に基づきまして文部科学省が

定めます学校給食衛生管理基準、これにより

まして適正な衛生管理を現在行っているとこ

ろでございます。それによりますと、この衛

生管理基準といいますのは、ハサップという

基準がありまして、ＨＡＣＣＰというのです

が、これに基づいて食品の安全衛生管理の手

法、この考えに基づいて、例えば消毒である

とかそういったようなこともやっておりま

す。

現在、保健所それから道教委合同で入って

きておりますけれども、指摘事項としては３

点ありましたけれど、現在のところ施設的に

ハードとして改善しなければならないという

のは、今回のトイレだけということでござい

ます。

あと２点ありますけれども、２点につきま

してはソフト面ということで、例えば工程管

理の中で名前が明記されていない、衛生管理

委員会の体制がまだとられていないだとか、

そういったようなこととなっております。

消毒設備の面の改正等につきましては、今

のところ指導はありませんけれども、学校給

食衛生管理基準に基づいて行っておりますの

で御理解願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 部長、大原議員が

おっしゃっていた具体的な何点かについては

検討はされないのですか。

○議長（古舘繁夫君） 学校給食主幹。

○学校給食主幹（石田勇一君） 施設の改修

につきましては、美幌町の学校給食センター

につきましては平成８年に新築移転をしてお

ります。それまでの旧センターにおいてはウ

エット方式ということで、常に床が濡れてい

るというような状態で、今回２月に起きた岩

見沢の給食センターは、そういう古いシステ

ムを使っていました。今現在、美幌町のセン

ターはドライシステムということで、常に床

とか乾燥した状態で、空調設備もあって菌が

発生しにくいという状況でありますので、建

設後十数年たっていますけれども、かなりそ

ういった意味では、衛生管理についてはかな

り設備は整っているということで判断してお

ります。

なお、先ほど部長のほうからも答弁したよ

うに、年２回ほど北見保健所のほうから現地

指導がありまして、その中でも学校給食衛生

管理基準に基づいていろいろ調査を受けてい

ますけれども、今のところ施設、ハード的な

部分は特に指摘がありませんので、なくても

今後いろいろな部分で衛生管理については徹

底を図っていきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １１番大原昇さん。

○１１番（大原 昇君） 部長、私が言って

いるのは、道のほうから指摘を受けて、その

部分に対しては改善していると、だからいい

のだというふうに私はとるのです、今の答弁

で。そういうことを言っているのではないで

すよ。それに輪をかけて、美幌独自の調査を

しながら、またそれを改善する余地はないの

かということなのです、聞いているのは。だ

からさっき言った一つの例ですけれども、エ

アーシャワー室だとか、そういう考える余地

ないのですか。言われれば言われただけでい
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いのですか。違うでしょう。１,０００人以

上の子供たちが教育委員会のほうで預かって

いるのですよ、命を。もう少し真摯に考えて

もらわなければ、言われたからそれだけでい

いということではないと思います。もう一度

お聞きします。美幌町独自で調査をして改善

するようなことはないのか、もう一度お伺い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（佐藤庄一君） ただいまの御質

問なのですけれども、ちょっと言い方が悪く

て申しわけありませんけれども、道から言わ

れたことだけやるということではなくて、美

幌町の給食センター独自にも、先ほど言いま

したように衛生管理基準のマニュアルという

ものがありますので、それに沿って改善すべ

きところは独自に改善をいたしております。

そういうことで御理解願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 部長、例に挙げたこ

とについては触れなくてもいいですか。は

い。

１１番大原昇さん。

○１１番（大原 昇君） 大変申しわけない

ですけれども、私、くどいですけれども、マ

ニュアルだとか、それはそれなのですよ。私

が言っているのは、美幌町独自というのはマ

ニュアル外のことなのですよ。やはり、前、

部長が、３月に私が聞いたときには、何でも

ないです、万全を期していますというような

言い方です。今、主幹も似たようなことを

言ったのですよ。違うのです。その枠から一

歩はみ出ていかなければ、安全というものは

できてこないと思うのです。マニュアルはマ

ニュアルですよ。

外れますけれども、防災マップ、それはそ

れでいいのか。今回の震災の関係でそのとお

りでしたらもっと人命は失われています。違

うでしょう。この震災、今回はいろいろなも

のを見直す、それと同じだと私は思っている

のですよ。ですから、マニュアルというもの

にこだわらないで、やはり自分たちで努力し

てもらう。あるいは改善するという本当の思

いがあれば、私は何とか乗り越えていけると

いうような思いがあるのです。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） 学校給食主幹。

○学校給食主幹（石田勇一君） マニュアル

ということで、マニュアルどおりやっていれ

ばいいのかというような御質問だと思うので

すけれども、確かに先ほど来お答えしている

マニュアルというのが文科省のほうで定めて

います。このほかにも、余りマニュアルマ

ニュアルと言うとまたあれなのですけれど

も、大量調理施設衛生管理マニュアルという

ものが、これは厚生労働省のほうで定めたも

のがあります。これは１日の食数が７５０食

以上を提供する調理施設ということで、これ

は学校給食だけではなくて、例えば社会福祉

法人とか病院とか、こういうところも対象に

なっています。

このほかに、北海道教育委員会でも同じよ

うに学校給食の衛生管理マニュアルというの

がありまして、マニュアルだけやっていれば

いいのかという議論もあると思うのですけれ

ども、このマニュアルに非常に細かいことま

でつぶさに規定されていますので、これをク

リアすればかなりの部分で衛生管理は図れる

のかなというふうに考えています。

今回、全道一斉点検で全道５００数十カ

所、学校給食施設を道教委と保健所が合同で

調査していますけれども、９０何％でこのマ

ニュアルをクリアしていないということなも

のですから、そういった部分では今後もこの

三つのマニュアルに基づいて現場としては衛

生管理に努めてまいりたいと思いますし、さ

らには、美幌の給食センター独自でこのマ

ニュアルにないものがありましたら、またい

ろいろな部分でそこら辺は衛生管理の向上に

ついて鋭意検討して、実施できるものは実施

していきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

１０番宗像密琇さん。
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○１０番（宗像密琇君） 同じところで

ちょっとお聞きしておきたいのですが、みず

からそういう施設を見て回って研修している

なんていうことはあるのかどうなのか、その

辺をお伺いしておきたいと思いますが。

○議長（古舘繁夫君） 学校給食主幹。

○学校給食主幹（石田勇一君） 当然、私も

そうですけれども、栄養士も含めて、毎日調

理場の中に入って衛生管理の点検をしており

ます。

例えば、最近新築したような置戸町とか、

お隣の大空町も学校給食センターを新築して

おりますので、そこら辺も視察等に行って現

場を確認させていただいております。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） わかりました。

ところで、今、大原議員のほうからもいろ

いろ質問させていただいても納得いっていな

いようですので、私のほうからも一言申し上

げておきたいのですが、一般の企業、食品等

を扱っている会社は、髪の毛一本で大体会社

がつぶれると言われていますね。

今回、食中毒の問題ということは大変な問

題ですけれども、そのぐらい一般企業の方々

の努力というのは物すごいものなのです。で

すから、そういうところをもう一度よく研究

して、間違いのないところを求めて今質問さ

せていただいているのです。

ですから、マニュアルとかそういうことば

かりではなくて、絶対これだけは間違いない

ぞというぐらいまでの研究をして施設の改修

に当たるべきだなと。そういうことで言わせ

ていただいているので、通り一遍の答弁では

なくて、積極的に子供たちの健康に注意して

いくということを、今、大原議員と私のほう

から御忠告申し上げているので、さらにその

決意のほどをお聞かせいただきたいなと思い

ますが。

○議長（古舘繁夫君） 今、宗像議員から積

極的な取り組みということを訪ねております

ね。

教育部長。

○教育部長（佐藤庄一君） ただいまの御質

問なのですけれども、積極的な取り組みとい

うことで、栄養士、衛生管理責任者ですけれ

ども、ほかの施設だとかそういうところを見

て、衛生管理のいいところは取り入れるとい

うことで、衛生管理に徹底を図ってまいりた

いと思います。

それと、先ほど言いましたように、学校現

場では絶対に起こしてはならない食中毒とい

うことで、今までも適正な衛生管理には努め

ておりますけれども、今後におきましても衛

生管理のさらなる指導の徹底を行うととも

に、食中毒の発生ゼロということ、それか

ら、おいしく安全で安心な給食の提供という

ことで目指してまいりたいと考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） １７ページの今の

修繕料のところなのですけれども、まず、ト

イレの場所の質問をしたいと思うのです。玄

関から入っていって左側にあるトイレのこと

なのか、そして二つあるトイレを一つにする

という説明でしたけれども、調理室のほう

の、もっと私たちがわからないところにトイ

レがあって、そこのトイレを改修することな

のか、まずそこを１点お聞きしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 今、岡本議員から改

修する場所のお話がありました。その１点で

すね。

学校給食主幹。

○学校給食主幹（石田勇一君） 今回修繕す

る場所につきましては、調理室に入る前に前

室というのがあります。そこに調理員専用の

トイレが２カ所あります。今回修繕するの

は、その前室にある場所を、２個あるのを一

つにして、その中に自動の手洗い消毒器をつ

けるというようなことで考えております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ
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ん。

○８番（岡本美代子君） 今の説明では、通

常、私たちそんなに行くことはないのですけ

れども、給食センターに行った方がすぐ使用

させていただく向かって左側のトイレではな

いということですね。それであれば自分では

把握していない場所なので、ちょっとわから

ないところもあるのですけれども、通常使わ

せていただいているようなあの場所でさえも

だめなのかと思うと、非常に基準がどういう

基準で、また一段と。そうなると、全体的な

飲食店や何かもかなり関係してくるのかなと

思ったのでお聞きしました。

専用の手洗いとか自動配水の設備というこ

となのですけれども、それは基準にのっとっ

てこれからやっていくということなのですけ

れども、先ほど説明されましたように、大量

の２,０００食近い食品を提供する施設とし

まして、先ほど、いろいろな基準にのっとっ

てやっているということなのですけれども、

私が一番懸念しているところは、携わる人方

の健康管理ということが非常に大きなことに

なってくるのではないかなと思っているので

すけれども、その辺に対しまして、何かこう

いうことをやっていますということがあれ

ば、ちょっと説明を願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 職員の健康の話です

ね。

学校給食主幹。

○学校給食主幹（石田勇一君） 栄養士、調

理員については健康管理ということで、それ

ぞれ健康状態のチェックを毎日しておりま

す。検便についても毎月２回それぞれやって

おります。私たち事務職員についても毎月

やっております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ８ページの債務負担

行為についてお聞きしたいと思います。

特別養護老人ホーム緑の苑移転改築事業補

助金の総額が１０年間で３億１,１６６万円

ということにお示しをいただきました。

そこでお聞きいたしますが、緑の苑の移

転、経営移譲の最終段階で、増床及び多床室

の負担を４億７,５８９万４,０００円という

ことで見込まれておりました。最終的にこの

金額が３億１,１６６万円ということで、１

億６,４２３万４,０００円、１０年間トータ

ルすると減るということでよろしいのでしょ

うか。減るとすれば、それは何から来ている

のか。多分、建築の単価がそれだけ下がった

ということかなというふうに思っております

が、そこの部分をお示しいただきたいという

ふうに思います。

先ほど副町長から、経営移譲に伴う経費負

担増の要素は、これは非常に大きかったので

すよね。３２年間で６億９,６７０万円、町

の負担がありますということで御説明をいた

だいておりました。もちろん直営によります

と４２億３,３６０万円、町の負担がある。

それとの比較考量でどの道を選ぶべきかとい

うことで相当な議論があった、その一構成要

素なので、その部分についてお示しいただけ

ればというふうに思っております。

そのほかに、当然、５年間の激変緩和とか

低所得者対策だとか、多床室の介護報酬の差

を見ますよということで、トータルで６億

９,６７０万円という、経営移譲に伴う町の

負担というのがありますが、それが最終的に

は１億６,４２３万４,０００円減額になるの

だということだというふうに思っております

が、そこの部分もそういう理解でいいのかと

いうことでお示しいただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 大江議員は、債務負

担行為に係る内容についてですね。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） まず最初に１点

目ですけれども、大江議員さんおっしゃると

おり、当初、２１年１０月９日に議決いただ

いたときの項目の中に、先ほど副町長が申し

上げました五つの項目がございます。そのう

ち、今回については債務負担行為とふるさと

融資を提案させていただき、残りの三つにつ
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いては新年度予算。その中で、１点目の今回

の債務負担行為、当初端数ですけれども、議

会でお示しした１６床の増床を含む多床室の

設置で、３０床の部分については当初の計画

の中では４億７,５００万円ということで、

今回、３億１,１６６万円になった理由につ

きましては、当初につきましては、道の一床

当たりの単価、あるいは実際やられている町

村の単価を基準にして積算しております。今

回、恵和福祉会のほうにおいて、基本設計、

実施設計をやりまして、その結果、恵和福祉

会からの事業計画によりましての単価の減で

ございます。

それと全体的に、額については大江議員さ

んおっしゃるとおり、１億６,３４０万円の

減でございます。債務負担行為については減

であります。

それと、４億７,５００万円が、今回、多

床室の設置に伴って３億１,１６６万円に

なったという点と、後ほど、地方債の補正の

中で、当初、町の負担分を２億８００万円と

認めたということで、今回、対象額が２億円

から１億５,６００万円になったことに伴っ

て、町の負担、地方交付税が７５％入ること

によって８００万円から５２０万円に減にな

るということで、最終的には当初計画してい

た６億６,４７０万円から比べると、１億６,

６１４万円の今回の減額であります。

あとの副町長から説明した３項目について

は、現段階でまだ利用実績等をやっていませ

んので、２４年度に向けて、その当初計画し

た金額と比べて、積算していきたいと考えて

いますので、御理解お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副議長（染谷 良君） 私のほうから若干

補足をさせてもらいたいと思います。

今、お示ししているのは、あくまでも見込

額ということで、建設費、これがこの後入札

をして実際の額が決まります。また、その段

階で若干の増減が生じると思いますが、これ

はまたこの部分については年度末までの補正

ということもあり得るかと思っております。

また、私のほうで前段補足説明をさせても

らった激変緩和等の三つの助成でございます

けれども、これは今のところまだ確定に至っ

ておりません。これも年度末、あるいは年末

までの間におおよその枠が固まった段階で２

４年度の予算の御審議をいただきたいという

ことでございますが、激変緩和対策について

は５年間、それから入所者の方の社会福祉法

人減額、これについては制度ある限りは毎年

生じると思いますけれども、その部分。それ

から介護報酬減額分、これは一応試算では１

０年間という予定で御提示しておりましたけ

れども、これもまた改めて期間等も含めてあ

わせて御提案をし、御審議を賜りたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 想定していた範囲の

御答弁だったというふうに思います。

ただ、経営移譲によります６億９,６７０

万円というのは、３２年間の差額だったの

で、今、担当部長１２年間の差を示されたの

で、その違いが数字の上ではありますが、考

え方そのものとしては承知いたしました。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） ８ページ、債務負

担行為を受ける補正についてお聞きしたいと

思います。

実は、先ほど説明がありました。金額は、

私、荒っぽい言い方をしますが２億５,００

０万円と。ほかに金利がかかって３億１,０

００何がしだというお話でした。もし間違っ

てれば御指摘ください。

ただ、私がお聞きしたい点は、美幌町には

基金がある。五、六千万円を超える金利負担

までして町民に負担をかけるのだったら、も

し美幌町に福祉基金というものがあって、つ

くることによって金利負担をなくす方法だっ

てあるのではないかと私は思うものですか

ら、どこそこのあそこに支出するのがだめだ
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ということではなくて、額の、金利負担まで

考えた場合、簡単に言えば福祉基金からの支

出をもって、ある程度ですよ、全額ではない

にしても。そこら辺の経営感覚という点でお

聞きしたいなと。どういう関係で全額金利の

かかるお金で運用しなければいけないのかな

と、そういう意味でお聞きしたいということ

であります。

○議長（古舘繁夫君） 今、吉住議員は、債

務負担行為に係る利息などについての質疑で

す。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 吉住議員の御質

問でございますが、確かにお金を借りた中で

１０年分割で払うということになれば、当然

金利がかかってくるわけでございますけれど

も、福祉部門についてはこれから後年度、さ

まざまな福祉施策が出てくるという部分から

考えますと、全部それを使ってしまうという

のはいかがなものかなという部分がございま

す。

それともう一つ、福祉機構でおかりする金

利が通常よりも軽減措置がありまして、非常

に低い金利で借りられているという部分がご

ざいます。そういった意味から、基金の積立

額が生む利息と、それから、ここでお支払い

する利息の差がそう変わりないということ

で、今回そういう１０年の分割で財政運営上

は特に大きく開きがあるという判断はしてお

りません。

ただ、吉住議員おっしゃるとおり、そのこ

とも十分理解はするところでございますが、

私どもの財政運営上も、一遍に使ってしまう

という部分も不安要素になりますので、そう

いったことも含めて全体的に考えて１０年分

割という形でお支払いする形をとらさせてい

ただいたということであります。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 遠慮なく、私が間

違っていれば言ってください。先に前置きし

ておきます。

私は、福祉基金というのは、何かあったと

きの備えのためという意味もわかります。だ

けれども、２億何千万円だとか３億６,００

０万円だったか、ちょっと数字、そちらから

逆に教えていただきたいのですけれども、使

い道そのぐらいあったかなというふうに思っ

ています。そうなると、例えば来年に一遍

に、僕、全額取り崩して使えなんか言ってな

いのですよ。もともとの二億五、六千万円の

金の仮に１億円でも、いっときそういう趣旨

で、いざ何かあったときはあったときでも、

他の基金の流用だってテクニックとしてはあ

るわけですから、わざわざ金利を、逆にこれ

は経営術だと思うのですよ。

これは釈迦に説法なところもあって申しわ

けないのですが、それこそ先ほど宗像さんが

言った民間感覚ですよ。火の車だったら余

計、預けたって金利なんて安いわけですか

ら、むしろ借りた金利のほうが高いのは、こ

れは常識ですよ。そうするならば、２億円も

３億円も、もちろん来年使うための金もある

でしょう。だから、全額ではないにしても、

荒っぽい言い方で３億何ぼがあるとするなら

ば。今、ちょっと数字はでたらめです、それ

も今度の答弁のときにお示ししていただきた

いのですけれども、もともとは２億何千万円

ですから、その半額ぐらい、もしくは３分の

１ぐらい基金を取り崩すことによって、それ

だってどこかに消えるわけではないですよ。

後年になれば、極端に言えば戻ってくるので

すから、借りたら支払いはどっちみち起こす

のですから、私はなくなると思っていないの

ですよ。ちょい借りしているだけのことです

よ、庁舎内で。そういう発想という意味でい

ま一度、それから基金の数字も含めておわか

りでしたらお教え願いたいのですが。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副議長（染谷 良君） 前段、ただいま御

指摘いただいている状況に応じて、いろいろ

な運用があるのではないかという御指摘だと

思いますので、本当に今の情勢というのは議

員が今御指摘いただいたとおりでございまし
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て、従来からの考えだとか、あるいは型には

まった運営だとか、そういったことは現に見

直しをしながらやらなければならない問題だ

と思いますので、御指摘いただいた点、十分

踏まえながら運営をしていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 基金の残高でご

ざいますけれども、福祉基金、本年度予算

ベースで、見込みですが残高３億４,２００

万円ほどになります。

それで、先ほど吉住議員の指摘で３億４,

０００万円あるうちの一部繰り入れてもいい

のではないかというお話でございましたが、

当然、当初予算においても、この福祉基金を

取り崩して財源充当している部分もございま

す。現在の福祉施策に充当する部分もありま

すので、そういった全体の流れの中でこの福

祉基金を継続して取り崩して充当するという

形、財政運営上とっております。

先ほど言いましたように、今回の利息につ

きましては、この福祉機構から借り入れる特

別優遇措置として、０.５％優遇措置がとら

れるということで、通常の金利より０.５％

安く借りれるというのも正直言ってございま

す。基金の積み立ての利率と借り入れする利

率の差額はさほどないという部分もあります

ので、全体的に眺めた中で財源充当をしてい

くということで、財政運営上考えた中でこう

いう形をとらせていただいているということ

でございますので、御理解いただきたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 美幌町の親分は町

長さんですので、これは今度は町長さんにお

聞きしたいと思っています。そういう意味で

町長さん、御理解ください。

これはやはり腹なのですよ。やはりうちも

金庫番がうーんと言うときがあるのです。上

司が言っても。でも、やはり最後は社長判断

ということもあり得ると思います。今、福祉

基金の金額も３億４,０００万何がしだとい

うふうにお聞きしました。でも、まだ美幌町

には基金があります。手順を踏めばいっとき

借りられる仕組みもあったかな。例えば、そ

れが３年後使う目的であってもですよ。そう

なると、その分だけの金利が０.５％安いで

はなくて、金利がかからないでしょうぐらい

の思いでいるものですから、それもちょっと

私の思いだけで恐縮なのですが、そこら辺、

町長さんの思われるところがあればお聞きし

ておきたいなという趣旨です。これは町長さ

んにお願いしたい。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、質問を聞いてい

て、全く新しい発想で実は感じ入っていたと

ころであります。

先ほどの給食センターのこともそうですけ

れども、今、災害を経験して想定外という言

葉も使えないと我々思っておりますので、あ

りとあらゆることを考えていかなければいけ

ない。先ほどの問題もそうでした。今の基金

の使い道についても、たまたま条例をもって

確実で安心して預けられるところに預けよう

というのが基金条例の中でうたっております

けれども、それをどう使うかは今おっしゃっ

たようなことで、今回の場合だけに限らずあ

らゆることをやはり我々想定していかなけれ

ばいけないのではないかなと思っております

ので、今、議員御指摘いただいたこと、ある

いは先ほどの補正予算の給食センターのこと

も含めて、我々の発想ももうちょっと柔らか

く考えていかなければいけないかなという、

そういう思いで受けとめておりました。

基金も相手方に貸すということが果たして

できるのかどうか、法的なことも含めて、町

の負担分を基金で補うという財政措置はでき

ると思いますけれども、社会福祉法人に貸し

つけできるかどうかは、それは研究の余地が

あるので、今回は違いますけれども、今おっ

しゃったようなことは発想として、もう

ちょっと緩やかに大胆な発想も必要なのかな
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という思いで、今後のことについての考え方

ということで受けとめさせていただきたい

と、そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、議案第４７号平成２３年度美幌

町一般会計補正予算（第５号）についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本臨時会に

付議されました案件は全部終了いたしまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２３年第６回美幌町議会臨時

会を閉会します。

午前１１時０６分 閉会
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